
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契 約 書 別 紙 

兼 重 要 事 項 説 明 書 

（地 域 密 着 型 通 所 介 護 ) 



 



通所介護 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 カラーズハウス 

主たる事務所の所在地 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島4丁目1番15号 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 德久 徹也 

設立年月日 2015年9月7日 

電話番号 092-981-2057 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 

サテライト事業所 

デイサービス カラープラス 

サービスの種類 地域密着型通所介護 

事業所の所在地 〒811-1311 福岡県福岡市南区横手3丁目14番8号 

電話番号 （TEL）092-985-6562 （FAX）092-985-6565 

指定年月日・事業所番号 2021年9月1日指定 4091100653 

管理者の氏名  佐伯 毅史 

実施単位・利用定員 1単位 定員15名 

通常の事業の実施地域 福岡市南区、博多区、城南区、中央区、西区、早良区 

 

３．事業の目的と運営の方針 

 

 

事業の目的 

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立

した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、

安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービス 

を提供することを目的とします。 

 

 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法

令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・

福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の

防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努 

めます。 

 

 



４．提供するサービスの内容 

地域密着型通所介護は、事業者が設置する事業所（デイサービス）に通っていただき、入浴、排せ 

つ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的

負担軽減を図るサービスです 

５．営業日時・サービス提供時間 

 

営業日 
月曜日から土曜日まで 

ただし、年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。 

営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで 

 

サービス提供時間 

午前9時30分から午後3時30分まで 

利用者及び家族に特別の要望がある場合は調整のうえ時間延長の対応をします 

（午後3時30分から午後4時30分まで） 

 

６．事業所の職員体制 

 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

生活相談員 常勤 1人 非常勤 1 人 

看護職員 常勤 0 人 非常勤 9 人 

介護職員 常勤 2 人 非常勤 2 人 

機能訓練指導員 常勤 0  人 非常勤 6人 

 

７．利用料 

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただ

く「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割の額（一定以上の所得のある方は２割から3 割）で

す。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【基本部分：地域密着型通所介護費】 

地域区分 5 級地 

一単位当たりの単価 10.45 円 

 

所要時間 

（1 回あたり) 

利用者の

要介護度 

 

単位数 

 

金額 

利用者負担金額 

1 割 2 割 3 割 

 

 

3 時間以上 

4 時間未満 

要介護1 416 4,347 円 435 円 870 円 1,304 円 

要介護2 478 4,995 円 500 円 999 円 1499 円 

要介護3 540 5,643 円 564 円 1,129 円 1,693 円 

要介護4 600 6,270 円 627 円 1,254 円 1,881 円 

要介護5 663 6,928 円 693 円 1,386 円 2,079 円 

 

 

4 時間以上 

5 時間未満 

要介護1 436 4,556 円 456 円 911 円 1,367 円 

要介護2 501 5,235 円 524 円 1,047 円 1,571 円 

要介護3 566 5,915 円 592 円 1,183 円 1,775 円 

要介護4 629 6,573 円 657 円 1,315 円 1,972 円 

要介護5 695 7,263 円 726 円 1,453 円 2,179 円 

 

 

5 時間以上 

6 時間未満 

要介護1 657 6,866 円 687 円 1,373 円 2,060 円 

要介護2 776 8,109 円 811 円 1,622 円 2,433 円 

要介護3 896 9,363 円 936 円 1,873 円 2,809 円 

要介護4 1,013 10,586 円 1,059 円 2,117 円 3,176 円 

要介護5 1,134 11,850 円 1.185 円 2,370 円 3,555 円 

 

 

6 時間以上 

7 時間未満 

要介護1 678 7,085 円 709 円 1,417 円 2,126 円 

要介護2 801 8,370 円 837 円 1,674 円 2,511 円 

要介護3 925 9,666 円 967 円 1,933 円 2,900 円 

要介護4 1,049 10,962 円 1,096 円 2,193 円 3,289 円 

要介護5 1,172 12,248 円 1,225 円 2,450 円 3,675 円 

 

 

 

 



 

 

【加算】 

 

加算の種類 

 

単位数 

 

金額 

利用者負担金額 

1 割 2 割 3 割 

入浴介助加算（Ⅰ） 

（1 日につき） 

40 418 円 42 円 84 円 126 円 

入浴介助加算（Ⅱ） 

（1 日につき） 

55 574 円 58 円 115 円 173 円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

（1 日につき） 

56 585 円 59 円 117 円 176 円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

（1 日につき） 

76 794 円 80  159 円 238 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 209 円 21 円 42 円 63 円 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）イ 総単位数の11.5％ 

 

【減算】 

 

減算の種類 

 

単位数 

 

金額 

利用者負担金額 

1 割 2 割 3 割 

送迎減算 47 491 円 49 円 98 円 147 円 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面

でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超

えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 



 

【その他の費用（自己負担分）】 

延長料金 
利用者の希望により、サービス提供時間を超えてサービスを利用した 

場合、１時間あたり 1,000 円の延長料金をいただきます。 

昼食代 550 円（おやつ代含む） 

オムツ代 おむつの提供を受けた場合、実費をいただきます。 

 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負 

担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活

上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

【キャンセル料】 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきま 

す。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、利用者負担金のキャンセル料は不

要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 利用者負担金の80% 

利用予定日の当日 利用者負担金の100%、昼食代550 円 

 

８．支払い方法 

上記の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方

法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の２７日（祝休日の場合は直前の平日）に、ご指定

の口座より引き落とします 

 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の１５日（祝休日の場合は直前の平日）までに、事

業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 

西日本シティ銀行  土井支店  普通口座 ３０３４０８９ 

 

現金払い 

利用料は１カ月単位とし、当月分を翌月中旬までにご請求させていただきます。

利用時に集金し、領収書を発行いたします。 

 

９．事故発生時の対応 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市

町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

 

 



 

１０．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号 092-985-6562 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 

面接場所 当事業所の相談室 担当者 佐伯 毅史 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

相談窓口 電話番号 

城南区 福祉・介護保険課 092-833-4105 

博多区 福祉・介護保険課 092-419-1081 

早良区 福祉・介護保険課 092-833-4355 

中央区 福祉・介護保険課 092-718-1102 

西 区 福祉・介護保険課 092-895-7066 

南 区 福祉・介護保険課 092-559-5125 

福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 092-642-7859 

 

１１．福祉サービス第三者評価の実施状況 

 

実施の有無 なし 

 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）当施設所有の機器を使用される際には、必ず職員にお声がけください。 

（２）鍵や貴重品におきましては、自己管理での対応をお願い致します。必要に応じでお話を伺いますの

でご相談下さい。 

（３）金銭や物品の貸借におきましては、ご遠慮いただけます様お願い致します。 

（４）体調や容態の急変などによりサービスをご利用出来なくなった場合には、速やかに当施設へご連絡

いただけますようお願い致します。 

（５）職員への贈り物や飲食のおもてなしは、ご遠慮いただけますようお願い致します。 

（６）ご要望により昼食の持ち込みには応じておりますが、本件に関わる管理並びに事故（食中毒な

ど） におきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

１３．秘密保持について 

（１）事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその後見人又は

家族の秘密を就業時及び退職後も漏らすことはありません。 

（２）事業者及びその従業員は、サービス担当者会議等において、利用者及びその後見人又は家族に関す

る個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し 同

意を得なければ、使用することができません



 

 

 

年 月 日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

事 業 者 所在地 福岡市東区松島4 丁目1 番15 号

事業者名 株式会社カラーズハウス 

代表者名 德久 徹也 印 

説明者名 印 

 

 

 

 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。また、この文書が契約書の 別

紙（一部）となることについても同意します。 

利 用 者 住 所 

氏 名 印 

 

 

署名代行者（又は法定代理人） 住 所 

(本人との続柄 ) 

氏 名 印 

 

 

立 会 人 住 所 

氏 名 印 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


